
 

 

 

医療的ケア児レスパイト事業について（案） 

 

１．事業の概要 

・医療的ケア児の看護や介護を行う家族は、２４時間常時介護を行うため、自分の通 

 院や買い物、きょうだいの学校行事などの外出ができないという状況があり、家族 

が安心して休息したり、外出できる時間を作るレスパイトを目的とする。 

・医療的ケア児に対して、医療保険制度による訪問看護の時間数を超える訪問看護や

医療保険が適用されない保育園や小学校、公園等のレジャー先などでの訪問看護を

利用した際の費用を助成する。 

・令和６年１０月より、札幌市が事業を開始し、令和７年度より、さっぽろ連携中枢 

 都市圏における「医療的ケア児レスパイト事業」として実施。 

 ・連携市町村と札幌市が協定を締結し、経費を札幌市に負担金として支払う。 

 

【現在】 【令和７年度から】 

実施場所 訪問看護サービス提供者  実施場所 訪問看護サービス提供者 

自 宅 

医療保険制度による訪問看護 
（原則週 3 回、1 回 90 分） 

 
自 宅 

医療保険制度による訪問看護 
（原則週 3 回、1 回 90 分） 

医療的ケア児レスパイト事業 

外出先 ×  外出先 医療的ケア児レスパイト事業 

 

２．対象者 

・恵庭市に住民登録があり、訪問看護指示書が発行され、月１回以上訪問看護を利用 

 している医療的ケア児 

 

３．レスパイト事業提供者 

・医療的ケア児が、現に医療保険制度の適用を受けて利用している訪問看護事業所 

 

４．給付内容 

・時間：１人当たり、年間４８時間 

・金額：１時間当たり、７，５００円（訪問看護事業所に給付） 

   

５．対象児童数  ５人  

 

６．スケジュール（予定） 

  R７．３～  札幌市と連携市町村が協定締結 

  R７．４～  事業開始・事業周知 
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